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行政手続における特定の個人を識別するための 

番号の利用等に関する法律施行令等の一部改正について（通知） 

 

 

 「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律等の一部を改正する法律」（令和元年法律第１６号。以下「デジタル手続法」とい

う。）により通知カードが廃止されることとされておりますが、令和２年５月２５日の

施行に向けて、下記の政令、省令及び告示が定められましたので、通知します。 

貴職におかれては、これらに関し、下記事項に御留意の上、貴都道府県内の指定都市

を除く市町村（特別区を含む。）に対してもこの旨周知願います。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基

づく技術的な助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運

営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和２年政令第１６

３号） 

デジタル手続法附則第１条第６号に掲げる規定等（通知カードの廃止に係る規定）

の施行期日を令和２年５月２５日としたこと。 

 

第２ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令

の一部を改正する政令（令和２年政令第１６４号） 

１ 通知カードの廃止に関する事項 

⑴ 市町村長が個人番号カードを交付する場合における行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令（平成２６年政令第１５５



号。以下「令」という。）第１２条第１項の規定の適用について必要な読替え規

定を定め、住民票に記載されている個人番号及び個人識別事項を確認すること並

びに主務省令で定める書類の提示を受けることにより本人確認を行うこととした

こと。（第１２条第２項関係） 

⑵ その他通知カードに関する所要の規定を削除したこと。 

２ 経過措置に関する事項 

⑴ 施行日前に記載事項に変更があった通知カードについて、記載事項変更の措置

を受けていない場合には、デジタル手続法附則第６条第２項の規定による経過措

置等を適用しないこととしたこと。（附則第２条第１項関係） 

⑵ その他所要の経過措置を設けることとしたこと。 

３ この政令の施行期日を令和２年５月２５日としたこと。 

 

第３ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規

則の一部を改正する命令（令和２年内閣府・総務省令第６号） 

１ 以下の全ての措置をとることにより、個人番号カードの交付に係る本人確認を行

うことができることとしたこと。（第４条関係） 

⑴ 官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、

市町村長が適当と認めるもの（交付申請者に係る住民票に記載されている個人識

別事項の記載があるものに限る。）の提示を受けること。 

⑵ 回答書（個人番号カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること

及び当該申請が交付申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便

その他市町村長が適当と認める方法により交付申請者に対して文書で照会したそ

の回答書をいう。以下同じ。）の提示を受けること。 

⑶ 次に掲げるいずれかの書類（交付申請者又は交付申請者と同一の世帯に属する

者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印又は

発行年月日の記載があるもので、その日が本人確認の措置をとる日前３月以内で

あるものに限る。）の提示を受けること。 

① 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 

② 所得税法第７４条第２項に規定する社会保険料の領収証書 

③ 公共料金（日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これら

に準ずるものに係る料金をいう。）の領収証書 

⑷ 交付申請者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項そ

の他の市町村長が適当と認める事項の申告を受けること。 

２ 回答書は、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、転送不要郵

便物等として送付することとしたこと。（第４条及び第１３条関係） 

３ その他通知カードの廃止に伴う所要の規定の整備を行うこととしたこと。 

４ この命令の施行期日を令和２年５月２５日としたこと。 

 

第４ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定

による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特



定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令（令和２年総務省令第４７

号） 

１ 申請時来庁方式及び出張申請受付方式における個人番号カードの送付の方法は、

以下のいずれかの方法とすることとしたこと。（第２３条の２関係） 

⑴ 本人限定受取郵便等（その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定

した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれら

に準ずるものをいう。）により送付する方法 

⑵ 交付申請者に係る住民票に記載されている住所にあてて、書留郵便等（書留郵

便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準

ずるものをいう。以下同じ。）により、転送不要郵便物等（その取扱いにおいて

転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。以下同じ。）として送付する

方法（当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住

所地市町村長に申し出た場合に限る。） 

⑶ 病院への入院その他のやむを得ない理由により⑴及び⑵に掲げる方法により交

付することが困難であると認められる場合には、交付申請者の所在地にあてて、

書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法（当該交付申請者が当

該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場

合に限る。） 

２ この省令は公布の日（令和２年４月３０日）から施行することとしたこと。 

 

第５ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定

による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特

定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令（令和２年総務省令第５０

号） 

１ この省令の題名を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関す

る省令」に改めることとしたこと。 

２ 個人番号通知書に関する事項 

⑴ 個人番号の通知は、郵便又は信書便により、個人番号通知書（個人番号、氏

名、出生の年月日及び個人番号通知書の発行の日が記載された書面）を送付する

ことにより行うこととしたこと。（第７条関係） 

⑵ 個人番号通知書に関する技術的基準については、総務大臣が定めるものとした

こと。（第９条関係） 

３ 個人番号通知書・個人番号カード関連事務に関する事項 

⑴ 市町村長は、地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）に、個

人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち以下に掲げる事務等（以下

「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。）を行わせることができ

ることとしたこと。（第３５条関係） 

① 個人番号通知書、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成及び

発送（受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送され



た個人番号通知書等の再度の発送を除く。） 

② 個人番号通知書の作成及び発送等に関する状況の管理 

⑵ 機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとした市町村

長の統括する市町村は、機構に対して、個人番号通知書・個人番号カード関連事

務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとしたこと。（第３

７条関係） 

⑶ 市町村長から機構への通知カード・個人番号カード関連事務の委任について

は、なお従前の例によることとしたこと。（附則第２条第２項） 

⑷ この省令の施行の日の前日において機構に通知カード・個人番号カード関連事

務を委任していた市町村長については、この省令の施行の日に、機構に個人番号

通知書・個人番号カード関連事務を委任したものとみなすこととしたこと。（附

則第２条第３項） 

⑸ ⑷の場合において、この省令の施行の日前に通知カード・個人番号カード関連

事務を委任した日を公示した市町村長については、個人番号通知書・個人番号カ

ード関連事務を委任した日を公示することを要しないこととしたこと。（附則第

２条第４項） 

４ その他通知カードの廃止に伴う所要の規定の整備を行うこととしたこと。 

５ この省令の施行期日を令和２年５月２５日としたこと。 

 

第６ 通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準の一部を改正する件関係 

１ この告示の題名を「個人番号カード等に関する技術的基準」に改めることとした

こと。 

２ 個人番号通知書の作成委託を行う際のセキュリティ対策について定めることとし

たこと。（第２の１の⑵関係） 

３ その他通知カードの廃止に伴う所要の規定の整備を行うこととしたこと。 

４ この告示の施行期日を令和２年５月２５日としたこと。 


